
弘前市立桔梗野小学校等複合施設整備工事基本・実施設計業務公募型プロポーザル【企画提案】に関する質問回答書

No 質問内容（原文まま） 回答

1
業務依託特記仕様書において、校舎の延べ面積5236㎡及び公共施設
200㎡上限と記載されておりますが、事業費内に納まる事と前提に、
多少の面積の拡張は可能でしょうか。

校舎・公共施設ともに記載の延べ面積を上限としてください。

2
必要機能に屋外プールが記載されておりませんが、今後のプール学
習の有無や近隣施設の利用などが決まっていればご教示いただきた
い。

本整備事業において、既存プールは解体しますが、再整備は行いま
せん。既存プール解体後も、他施設においてプール学習は行う予定
ですが、現時点で利用施設は未定です。

3
屋外運動施設について具体的な利用方法に応じた要望事項（トラッ
クの長さ、野球グラウンドの有無等）があればご教示いただきた
い。

屋外運動施設については、現在と同規模程度を確保してください。
現時点での要望事項は「桔梗野小学校等複合施設基本構想」等に記
載のとおりです。

4

整備スケジュールについて
特記仕様書Ⅰ 3．9　事業計画にて「工事期間：R8年9月～R10年12
月、供用開始R10年8月」となっており、また、「屋外環境整備期間
は本設計業務対象外」となっていることから、既存校舎等の解体は
R10.9月～12月に行うと解釈しましたがよろしいでしょうか。

既存校舎等の解体スケジュールについては、現時点ではR10年9月～
R11年3月の見込みです。
特記仕様書につきまして、上記内容について差し替えいたします。

5

参考見積書及び参考見積内訳書について
企画提案書等作成要領　1.提出書類一覧にて「参考見積書及び参考
見積内訳書の提出部数が正本1部、副本17部」となっていますが、実
施要領10.審査の評価項目には含まれていないことから、正本1部の
みの提出でよろしいでしょうか。

参考見積書及び参考見積内訳書については、正本1部のみの提出で構
いません。
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6

提出書類の綴じ方
上記質問に関連しますが、提出方法は様式9と様式10の計4枚をA4折
込で重ね、クリップ留めのうえ、正本1部、副本17部を提出すること
でよろしいでしょうか。

ご質問のとおりの提出方法で構いません。

7

企画提案書への記名について
企画提案書等作成要領3.(8)⑧にて「副本には提案書の提出者を特定
することができる内容を記載してはならない」とあることから、正
本には提出者を記載する必要があると解釈しましたがよろしいで
しょうか。その場合、記載内容は提案者名のみを様式10－1～10－3
それぞれの右肩に記載することでよろしいでしょうか。

企画提案書（様式10-1,2,3）の正本については、提出者名の記載は
必須ではありません。

8
基本・実施の参考見積は評価対象に含まないとの理解で宜しいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

9
基本設計・実施設計業務の中に改修設計が含まれますが、業務量の
提示をお願いできないでしょうか。

改修設計は含まれません。（令和6年9月17日特記仕様書差し替え済
み）

10
デジタルテレビ放送受信障害予想調査が業務の中に含まれています
が、障害があった場合の対策工事設計は含まないと考えて宜しいで
しょう。

障害があった場合の対策工事設計は含まれます。

11
各種申請料（計画通知、構造適判、省エネ適判）は別途と考えて宜
しいでしょうか。

各種申請料については、発注者負担となります。
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12

基本構想のP5 の防災に関する区域の中で、土砂はグラウンド避難不
可と記載がありますが洪水の欄にはグラウンドは避難可能とありま
す。また、小学校は火事の際は避難不可、火山（噴火）はグラウン
ドは避難不可とありますが、これは現状を示すもので、新しい校
舎、グラウンド共に、指定避難場所となり、避難可能な場所との理
解で宜しいでしょうか。

新校舎について、現時点で火事の際の指定緊急避難場所には指定さ
れる見込みはありません。また、グラウンドについて、現時点で噴
火の際の指定緊急避難場所に指定される見込みはありません。
なお、基本構想P5の土砂時の指定緊急避難場所でグラウンドは
“×”となっておりますが、正しくは“○”でした。訂正いたしま
す。

13 公共施設の開館時間をご教示ください。 現時点では未定です。

14
地盤調査の資料をご提示頂くことは可能でしょうか。
または、既存校舎の基礎図面をご提示頂くことは可能でしょうか。

地質調査の資料、既存校舎の基礎図面については、提示可能な資料
を参考資料として追加します。
なお、地質調査は令和7年度にも行う予定です。

15

スクールバスの利用はないと考えて宜しいでしょうか。
利用がある場合、下記をご教示ください。

① スクールバスは何台使用する想定でしょうか。
② スクールバスの大きさをご教示ください。
③ スクールバスを利用して登校する生徒は全体の何割程度でしょう
か。

スクールバスの利用はありません。

16
家庭科室と音楽室の開放は放課後や休日と考えて宜しいでしょう
か。

現在の運用においては、お見込みのとおりです。新校舎供用開始後
の運用についても、現時点では放課後や休日の開放を想定していま
す。
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17 屋内運動場の開放は放課後や休日と考えて宜しいでしょうか。
現在の運用においては、お見込みのとおりです。新校舎供用開始後
の運用についても、現時点では放課後や休日の開放を想定していま
す。

18
家庭科室と音楽室は公共施設と合わせた開放（公共施設が閉館して
いるときに家庭科室と音楽室を開放することはない）と理解して宜
しいでしょうか。

現時点では、公共施設が閉館しているときでも家庭科室・音楽室を
開放することを想定しています。

19 屋内運動場は単独での開放があると理解して宜しいでしょうか。
現在の運用においては、お見込みのとおりです。新屋内運動場供用
開始後の運用についても、現時点では屋内運動場単独での利用も想
定します。
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